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関東財務局による行政処分について 

   

 

平成２６年６月１３日、当社に対する検査結果に基づき、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣

及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告が行われておりましたが、本日、当社は関東財務局

長より下記の内容の行政処分を受けましたのでお知らせいたします。 

当社は、この度の行政処分を厳粛かつ重大に受け止め、深く反省するとともに、お客様、当社株主

の皆様ならびに関係者の方々に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことにつきまして、

深くお詫び申し上げます。 

今後は、問題点の改善、経営管理態勢及び内部管理態勢の充実・強化に取組み、役職員一同全力で

法令遵守意識を徹底し、再発防止ならびに信頼の回復に努めて参る所存であります。 

 

 

記 

【行政処分の内容】 

 業務改善命令 

 （１） 本件により損失を与えた顧客に対し、今回の行政処分の内容について十分に説明し、

顧客の意向を確認して誠実に対応すること。 

 （２） 本件について、経営管理態勢及び内部管理態勢の問題点を含め、発生原因を究明す

るとともに、経営責任の明確化を図ること。 

 （３） 経営管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、経営管理態勢及び内部管理態勢の

強化を含む再発防止策を策定し、確実に実施すること。 

 （４） 本件と類似の事例の有無（当社の役職員が運用に関与しているファンドの有無及び

その運用の適切性を含む）について検証すること。 

  （注）検証の結果、類似の事例が認められた場合には、その原因及び改善方針に 

ついて報告すること。 

 （５） 上記（１）から（４）について、その対応・実施状況を１ヶ月以内に書面で報告す

ること。 
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